
亀山市告示第５６号 

亀山市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱の一部を改正する告示を次

のように定める。 

令和７年３月３１日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱（平成３０年亀山市告示第

１３６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

 （交付の対象となる予防接種） 

第３条 交付の対象となる予防接種（以

下「対象予防接種」という。）は、次

の各号に掲げる要件を満たすものとす

る。 

［（１）及び（２） 略］ 

（３）予防接種法施行規則（昭和２３年

厚生省令第３６号）第２条の９の表

の上欄に掲げる特定疾病に係る予防

接種にあってはそれぞれ同表の下欄

に定める年齢に達するまで、当該特

定疾病に係る予防接種以外の予防接

種にあっては２０歳に達するまでの

間に接種する予防接種であること。 

 （交付の対象となる予防接種） 

第３条 交付の対象となる予防接種（以

下「対象予防接種」という。）は、次

の各号に掲げる要件を満たすものとす

る。 

［（１）及び（２） 略］ 

（３）予防接種法施行規則（昭和２３年

厚生省令第３６号）第２条の７の表

の上欄に掲げる特定疾病に係る予防

接種にあってはそれぞれ同表の下欄

に定める年齢に達するまで、当該特

定疾病に係る予防接種以外の予防接

種にあっては２０歳に達するまでの

間に接種する予防接種であること。 

別表(第５条関係) 

区分 助成金の額 

別表(第５条関係) 

区分 助成金の額 



 （消費税及び地

方消費税を含

む。） 

Ｂ型肝炎 乳児 ８，６０４円 

 長期疾患：幼児 ７，１７４円 

 長期疾患：児童・

生徒 

６，３４９円 

Ｈｉｂ感

染症 

乳幼児 １１，２０１円 

 長期疾患：幼児 ９，７７１円 

 長期疾患：児童 ８，９４６円 

小児用肺

炎球菌 

乳幼児 １４，２５６円 

 長期疾患：児童

（６歳未満） 

１２，８２６円 

水痘 幼児（３歳未

満） 

１１，２８６円 

 長期疾患：幼児 ９，８５６円 

 （３歳以上）  

 長期疾患：児童・

生徒 

９，０３１円 

ＢＣＧ 乳児 １３，４８６円 

 長期疾患：幼児 １２，０５６円 

ＤＰＴ―

ＩＰＶ― 

Ｈｉｂ 

５種混合 

乳幼児 ２２，４０８円 

 児童 ２０，１５３円 

 長期疾患：児童・

生徒（１５歳未

満） 

２０，１５３円 

ＤＰＴ―

ＩＰＶ 

４種混合 

乳幼児 １３，５６８円 

 児童 １１，３１３円 

 （消費税及び地

方消費税を含

む。） 

Ｂ型肝炎 乳児 ８，５４２円 

 長期疾患：幼児 ７，１１２円 

 長期疾患：児童・

生徒 

６，２８７円 

Ｈｉｂ感

染症 

乳幼児 １１，１１３円 

 長期疾患：幼児 ９，６８３円 

 長期疾患：児童 ８，８５８円 

小児用肺

炎球菌 

乳幼児 １４，１９０円 

 長期疾患：児童

（６歳未満） 

１２，７６０円 

水痘 幼児（３歳未

満） 

１１，２２０円 

 長期疾患：幼児 ９，７９０円 

 （３歳以上）  

 長期疾患：児童・

生徒 

８，９６５円 

ＢＣＧ 乳児 １３，４２０円 

 長期疾患：幼児 １１，９９０円 

ＤＰＴ―

ＩＰＶ― 

Ｈｉｂ 

５種混合 

乳幼児 ２２，４０７円 

 児童 ２０，１５２円 

 長期疾患：児童・

生徒（１５歳未

満） 

２０，１５２円 

ＤＰＴ―

ＩＰＶ 

４種混合 

乳幼児 １３，４２０円 

 児童 １１，１６５円 



 長期疾患：児童・

生徒（１５歳未

満） 

１１，３１３円 

不活化ポ

リオ 

乳幼児 １２，３３１円 

 児童 １０，０７６円 

 長期疾患：児童・

生徒 

１０，０７６円 

ＤＰＴ３

種混合 

乳幼児 ７，９９７円 

 児童 ５，７４２円 

 長期疾患：児童・

生徒 

５，７４２円 

ＤＴ２種

混合 

乳幼児 ７，７６６円 

 児童 ５，５１１円 

 長期疾患：児童・

生徒 

５，５１１円 

ＭＲ １期 １３，０１８円 

 ２期 １１，５８８円 

 長期疾患：児童・

生徒 

１０，７６３円 

麻しん単

抗原 

１期 ９，４３８円 

 ２期 ８，００８円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，１８３円 

風しん単

抗原 

１期（乳幼児） 

 

９，４４１円 

 ２期（幼児） 

 

８，０１１円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，１８６円 

日本脳炎 幼児 

 

８，４８１円 

 長期疾患：児童・

生徒（１５歳未

満） 

１１，１６５円 

不活化ポ

リオ 

乳幼児 １２，２６５円 

 児童 １０，０１０円 

 長期疾患：児童・

生徒 

１０，０１０円 

ＤＰＴ３

種混合 

乳幼児 ７，９３１円 

 児童 ５，６７６円 

 長期疾患：児童・

生徒 

５，６７６円 

ＤＴ２種

混合 

乳幼児 ８，０１４円 

 児童 ５，７５９円 

 長期疾患：児童・

生徒 

５，７５９円 

ＭＲ １期 １３，８６０円 

 ２期 １２，４３０円 

 長期疾患：児童・

生徒 

１１，６０５円 

麻しん単

抗原 

１期 ９，３５０円 

 ２期 ７，９２０円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，０９５円 

風しん単

抗原 

１期（乳幼児） 

 

９，３６１円 

 ２期（幼児） 

 

７，９３１円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，１０６円 

日本脳炎 幼児 

 

８，４１５円 



 児童・生徒・経

過措置対象者 

７，６５６円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，６５６円 

子宮頸が

ん予防 

児童・生徒 

（２価・４価） 

１７，２８１円 

 長期疾患：児童・

生徒 

（２価・４価） 

１７，２８１円 

 児童・生徒 

（９価） 

２８，２８１円 

 長期疾患：児童・

生徒 

２８，２８１円 

 

 児童・生徒・経

過措置対象者 

７，５９０円 

 長期疾患：児童・

生徒 

７，５９０円 

子宮頸が

ん予防 

児童・生徒 

（２価・４価） 

１７，２１５円 

 長期疾患：児童・

生徒 

（２価・４価） 

１７，２１５円 

 児童・生徒 

（９価） 

３０，１４０円 

 長期疾患：児童・

生徒 

３０，１４０円 

 

  

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


